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                                                               第 ５ 回 中 央 防 災 会 議 「 防 災 基 本 計 画 専 門 調 査 会 」 議 事 次 第  

 

                    日時：平成14年３月25日（月）15:30 ～17:40  

                    場所：霞が関東京會舘「ゴールドスタールーム」 

 

１．開  会 

 

２．議  題 

  （防災基本計画関係） 

      防災基本計画修正の検討状況について 

      ・風水害対策編 

      ・原子力災害対策編 

  （防災基本問題関係） 

      防災計画等の実効性の確保について 

      防災基本問題に関する報告のとりまとめに向けての意見 

 

３．閉  会 
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○中北参事官   それでは、定刻になりましたので、まだお見えになっていらっしゃらない

先生がお二人いらっしゃいますが、今日は17名中13名の委員に御出席いただいております。 

ただいまから、防災基本計画専門調査会の第５回会合を開かせていただきたいと思います。 

  それでは、伊藤座長、議事の進行をお願いいたします。 

○伊藤座長   委員の皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございま

した。御礼申し上げます。 

  この調査会、前回からいろいろ御議論も出てまいりました、風水害と原子力災害それぞ

れの話題について、これまで福岡先生、能澤先生を中心に御検討いただいていたわけでご

ざいますけれども、それぞれの御報告が大体まとまってきたようでございます。したがい

まして、前半の方は風水害と原子力災害、これを防災基本計画の修正として両先生からお

話をいただいて御議論いただきます。 

  それから、後半の方は、防災基本計画全体についての御議論を引き続きお願いしたいと

思いますが、防災基本計画がどういうような役割を本当に国民に対して持つのかというこ

との御議論がずっとあったかと思います。また、皆様方の御報告、委員の皆様方の御報告

を中心にして、話題を展開していきたいと思います。こういうふうに２つに分けて進行さ

せていただきます。 

  まず、防災基本計画の修正ということで、風水害対策への修正の検討結果について、恐

縮でございますが、風水害プロジェクトチーム座長でございます福岡先生の方から御報告

いただきたいと思います。 

○福岡委員   風水害プロジェクトチームの座長をしております福岡でございます。この風

水害プロジェクトチームは、これまで３回会合を開きまして、防災基本計画風水害対策編

の修正にかかる検討を進めてまいりました。洪水対策、土砂災害対策、そして高潮対策に

ついてです。このうち、洪水対策については、危険性の事前周知、情報伝達、避難体制等、

土砂災害対策につきましては、情報収集、伝達体制、早期避難のための措置等、高潮対策

につきましては、高潮防災施設の整備、ハザードマップの作成等といった観点より検討い

たしました。 

  詳細につきましては、事務局より説明をお願いいたします。以上で私の報告を終わらせ

ていただきます。 

○伊藤座長   ありがとうございました。 

  それでは、事務局の方から、野田参事官お願いします。 

○野田参事官   それでは、皆様のお手元の後ろから３つ目、「防災計画の体系」という資



 4

料をご覧ください。 

  この資料を見ていただきますと、国レベルにおいては、中央防災会議で防災基本計画を

定めており、この防災基本計画に基づいて指定行政機関、並びに指定公共機関の防災業務

計画、更には都道府県の地域防災計画がつくられるということでございます。 

  ３ページ目をお開きいただきますと、「防災基本計画の構成」を示してございますが、

自然災害、事故災害というふうに分かれておりまして、今回は、この自然災害の中の風水

害対策並びに事故災害の中の原子力災害対策について修正を加えるというものでございま

す。  それでは、お手元の資料１をお開きいただけますでしょうか。 

  資料の１が「防災基本計画（風水害対策編）の修正」でございます。 

  １ページをお開きいただきますと、修正のポイントをお示ししてございます。 

  まず、総論といたしまして、風水害対策における環境や景観への配慮という事項を入れ

させていただいております。 

  「２.」が「洪水対策」でございます。 

  １つ目の「○」にございますように、「地下空間における浸水対策」、これは地下への

浸水による死者が出た経緯もございまして、こういった項目を新たに書き加えさせていた

だいております。 

２つ目の「○」につきましては、「水防法改正」に伴います計画の修正でございます。 

  ３つ目の「○」つきましては、「都市型水害対策」、これは平成12年に東海地方で大変

激しい豪雨と洪水が発生いたしました。これについて国として対応をとりまとめたという

ことでございます。 

  ２ページ目にまいりまして、「土砂災害対策」でございます。 

  １つ目の「○」は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

が施行されましたので、その中身に従った形で基本指針なり特別警戒区域における開発行

為の制限、というようなことを記述させていただいております。 

  ２つ目の「○」は、特に豪雨、土砂災害対策の情報提供の件でございまして、これは平

成11年に広島で起こりました土砂災害対策の教訓を踏まえまして、その最後の「・」に書

いてございますような、警戒体制の基準となる指標など、早期警戒実現のための措置とい

うようなことを記述をさせていただいております。 

  「４.」が「高潮対策」でございます。これも平成11年に熊本で高潮が発生し12名が亡く

なったという経緯がございまして、国としてその対応をとりまとめさせていただいたとい

う内容でございます。 
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  「５．その他」といたしまして、特に専門家の育成ということについてプロジェクトチ

ームの中で議論がございましたので、新たに付け加えさせていただいているところでござ

います。 

  新しい点に係る記述につきまして、具体的に御説明申し上げます。３ページからが計画

の修正案です。 

  ３ページ目の上「１．風水害に強い国づくり」の１つ目の「○」でございますが、ここ

のところで、風水害対策を実施する場合は環境や景観にも配慮するという形の文言を入れ

させていただいております。 

  その下の３番目、「風水害に強い国土の形成」では、都市地域で集中豪雨が発生すると

いうこともありまして、そういう水害実績を踏まえて効果的な治水対策に努めるという形

の記述をさせていただいております。 

  少し飛ばしまして、６ページ目にまいります。土砂並びに洪水等についての浸水想定区

域等について、その前で記述をしておりますが、更に６ページの右側２つ目の「・」のと

ころで、高潮につきましても、浸水が想定される区域を明らかにして、高潮防災対策を推

進するという新しい記述をさせていただいております。 

  ７ページ目、避難基準につきまして、第２節の１の「（２）住民の避難誘導体制」でご

ざいます。土砂災害につきましては、これまでも警戒避難基準ということを記述しており

ましたが、ここでは、河川管理者、水防管理者の協力を得て、避難指示、または避難勧告

を行う基準を設定するという形の表現を新たに追記してございます。 

  更に８ページ目の上にまいりますが、ここでは、地下空間対策という観点から、地下街

等の施設について、施設管理者と連携して避難誘導等安全体制の確保という記述を追加さ

せていただいております。 

  少し飛ばしまして、11ページ目の右側、１つ目の「○」でございますけれども、ここで

先ほど申し上げました人材育成につきまして、地域の防災力の充実を図る観点から、専門

的な人材の育成確保を図ることが必要だということからその仕組みの構築を図るという表

現を追記させていただいております。 

  17ページから、「防災知識の普及、訓練」というところに入ってまいりますが、この防

災知識の普及の中で、18ページの上から、特に住民への情報公開に留意しまして、表現を

追記させていただいております。 

  例えば、浸水想定区域、避難場所等総合的な資料を住民等に配布する、また、洪水ハザ

ードマップを地下街等の管理者に提供するというような情報の公開について記述をしてお
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ります。 

  同様に、その下の「・」では、土砂災害危険個所等についての情報提供、その下には高

潮についての情報提供について記述をしております。 

  その下の「○」につきましては、地下街等の管理者が従業員などへの防災教育、訓練を

行うこと、更にその下の「○」では、水防管理者が、重要水防箇所を一般に周知するとい

う形で、市民、住民への情報の提供ということを推し進める表現を記載させていただいて

おります。 

  20ページにまいりまして、第４節の（２）に「予測、観測の充実・強化等」がございま

す。この点につきましても、プロジェクトチームの先生方から、いわゆる予測技術という

ことについて明確にするようにという御指摘がございました。そのこともございまして、

細分化した大雨予測技術の精度向上、がけ崩れ等の予測技術の開発・精度向上、河川水位

等の予測などの表現を追記させていただいているところでございます。 

  以上が大体主なところでございますが、更に、38ページ以降に、特に防災基本計画に基

づいて、防災業務計画及び地域防災計画の中で重点をおくべき事項を第15編として記述し

ているところでございます。39ページにまいりますが、この第15編の重点をおくべき事項

として、14では水防関係といたしまして浸水想定区域の指定に関する事項を、また16では、

土砂災害関係の事項を入れさせていただいております。 

  そして、「17  高潮対策に関する事項」といたしまして、高潮に強い地域づくり、防災

体制の強化に関する事項を追加させていただいておりまして、地域防災計画で必要な場合

に高潮対策について記述をする根拠をここに書かせていただいたということでございます。 

  以上が今回の防災基本計画の改定のポイントでございます。 

○伊藤座長   どうもありがとうございました。 

  引き続きまして、原子力災害プロジェクトチームの座長でございます能澤先生の方から

お話しいただきたいと思います。 

○能澤委員   原子力災害プロジェクトチーム座長をしております能澤でございます。 

  当プロジェクトチームは、これまでに４回の会合を持ちまして、防災基本計画原子力災

害対策編の修正に係る検討を進めてまいりました。このうち、原子力艦の原子力災害につ

きましては、原子力潜水艦及び原子力航空母艦が、日本にこれまで1,000 回以上入港して

おりますが、災害が発生した場合の放射線モニタリング体制、住民の放射線防護、避難誘

導、救助、救急活動等の応急対応について検討いたしました。また、緊急被ばく医療につ

きましては、原子力事業者の責務、地方自治体の責務、及び医療機関の位置付け等につい
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て、明確化という点について検討いたしました。詳細については事務局の方から説明をい

たします。 

○野田参事官   それでは、資料２に基づきまして御説明をさせていただきます。 

  １ページをめくっていただきますと、修正のポイントが書かれてございます。この原子

力災害の中でも、原子力艦の原子力災害に係る修正のポイントという極めて限定的な対策

を今回記述したわけでございます。この原子力艦というのは、昭和39年から日本の横須賀、

佐世保、沖縄に入港をしているわけでございますが、事故が起こらなかったというのがこ

れまでの見解でございますが、地元住民の方々は非常に不安を感じておられたわけでござ

います。特に平成11年９月にＪＣＯの臨界事故が起こりましてから、地元の方で非常に不

安が高まりまして、そのときに制定をいたしました原子力災害対策特別措置法の中に、是

非この原子力艦を位置づけてほしいという要請があったわけでございますが、法制定の時

間的余裕のなさから、いわゆる原災法では対応しなかったという経緯がございまして、是

非とも防災基本計画の中では位置づけをすることはできないかという要請がありまして、

結果的に平成12年の５月に、２行だけ、この原子力艦についての記述をしたわけでござい

ます。その２行と申しますのは、いわゆる地方自治体が必要であれば、地方自治体の計画

をつくることができるという、その策定の根拠だけ記述をさせていただいたということで

ございますが、そのときから、国の役割分担が明記されていないという指摘を受けており

まして、その後、役割分担等ずっと調整をしてまいったわけでございますが、いかんせん、

この原子力艦と申しますのは、外交、それから基地問題、また軍事機密といったような非

常にこみ入ったものを抱えておりまして、検討に手間取って今日に至ったというような経

緯でございます。具体的には、まず原子炉の規模がわからないということがございまして、

対応の範囲がなかなか決められないということがございます。 

  また、事故が起こっているのかいないのかというところの判断をどうするかという問題

点もございますし、いわゆる普通の原子炉の場合と違いまして、モニタリング、放射能が

出ているかどうかというものを検査する体制が非常に未整備な状態にある、そういったよ

うな問題点がございます。 

  また、実際に原子力災害がどんな形で起こるのか、これは外海で起こるのか、領海で起

こるのか、沿岸域で起こるのか、また、港の中なのか基地なのか、原子力艦は動くもので

すから、普通の原子炉と非常にケースが違うというような問題がございました。 

  しかしながら、今回計画をつくることによって、自治体の方々がどういうところに具体

的なお願いをすることができるかという役割分担については、計画の中で明記をしたとこ
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ろでございますし、また、この計画を策定することによって、地元の住民の方々には、防

災計画の中に位置づけられたということで、ある程度住民の安心ということに寄与できる

のではないかと考えているところでございます。 

  それで、この１ページにございますように、一応体系的な計画を今回つくることができ

たというふうに思っております。特に、応急対策につきましては、第１節にございますよ

うに、災害情報の収集・連絡ということ、第２節では活動体制の確立、第３節以降には住

民への対応ということを、具体的に記述をさせていただいているということでございます。 

  中身をごらんいただきたいと思います。２ページ下のEでございますが、「原子力艦の

原子力災害に関しては、地域的な特殊性をかんがみて…」という文章がございます。これ

が現行の計画に書かれている２行ということでございます。それを今回、３ページ以降の

体系的な対応体制として記述することができたということでして、３ページの上からまい

りますと、まず第１節の「情報の収集・連絡及び通信の確保」というところでございます

が、（１）Aのところに、外務省は原子力に関する通報を受けた場合、要するに、米軍か

ら米国大使館を通じて外務省の方に情報が入ってくるわけでございますが、そのときに、

遅滞なくそれぞれの機関に連絡をするというものでございます。 

  それから、Bとして、外務省は外国政府に対して、この対応のために必要な情報提供を

要請するという形で、これは外国政府との関係について記述をさせていただいております。 

  それからCには、現地の防衛施設局が、これも基地の方から情報を得ることができます

ので、その場合には、関係地方公共団体等に連絡をするという形で記述をさせていただい

たということでございます。 

  それから、（２）に「放射能影響の早期把握のための活動」、いわゆる放射線が出てい

るかどうかという検査になるわけでございますが、これにつきましては、文部科学省は放

射能水準の調査を行うものとすること、更にBとして、文部科学省は異常値が出てきた場

合に、モニタリングの強化等必要な措置をとるということで、事故が起こった場合に、そ

れがどの程度のものであるかということを、モニタリングを通じて把握をするというもの

でございます。 

  ４ページ目に入りまして、（３）は「応急対策活動情報の連絡」ということで、これは

普通の原子力災害対策と同様の記述でございます。 

  それから、第２節の「活動体制の確立」でございますが、これにつきましては、まず１

番目に関係指定行政機関等の活動体制として、職員の非常参集、対策本部の設置等必要な

体制をとるというようなことを記述いたしております。 
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  ５ページ目に、「政府の活動体制」ということで、自治体の方々、住民の方々をはじめ、

政府がどういった対応体制をとれるのかということが非常に関心のあるところでございま

したが、ここのところにございますように、まず１番目として「関係省庁原子力艦事故対

策連絡会議の開催」、これは内閣府が災害の発生の恐れがある場合、又は発生した場合に、

情報の共有化等のために連絡会議を開催するということでございます。 

  （２）といたしまして、「官邸対策室又は官邸連絡室の設置」でございますが、これは

内閣官房の方で、今申しましたような災害発生の恐れがある場合又は発生した場合に、官

邸連絡室等を設置して、効果的な初動対処体制を確立するという内容でございます。 

  （３）といたしまして、「関係閣僚会議の開催」ということを書いてございまして、内

閣として総合調整を行う必要があると認めるときには、関係閣僚会議を開催するという内

容でございます。これは、防災基本計画は災害対策基本法に基づいて記述をしているわけ

でございますが、原子力艦の原子力災害の場合には、災害対策基本法でなかなか対応しき

れないような分野がございますので、そこのところに対応していくために、この（２）（３）

というような表現を付け加えさせていただいておりますし、また、次の（４）「外国政府

との調整」は外交の分野に入ってしまうわけでございますが、外務省は外国政府に対して

適切な措置を講ずるよう要請するものとするということで、万一の場合に米軍の対応を要

請するということもここに入れさせていただいております。 

  災害対策基本法の範囲内で対処する場合には、（５）にございますような非常災害対策

本部を設置するわけでございまして、この場合には、Bにございますように、その設置方

針が決定されたときに内閣府は速やかに所要の手続を行って、本部を設置するということ

でございます。それで、内閣府は、外務省、文部科学省、防衛施設庁の協力を得て、非常

災害対策本部の事務局の任を担う、また非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は内

閣府内とするという形で体制を整えたわけでございます。さらに、③にございますように、

非常災害対策本部長は防災担当大臣ということにしてございます。 

  ６ページにまいりまして、（６）「緊急災害対策本部の設置と活動体制」でございます

が、これは更に大きな被害が出た場合には、緊急災害対策本部を設置するものでございま

すが、この場合には、本部長は総理大臣ということになるわけでございます。 

  そのほか、政府の対応といたしましては、（７）専門家の派遣や、（８）にございます

ような現地の対策本部の設置というようなことを行うことになっております。 

  それから３番目には、「原子力安全委員会の活動」ということで、これは原子力安全委

員会の協力を得て、こういった原子力艦の災害が発生した場合に直ちに原子力安全委員会
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を開催するとともに、専門家等を現地に派遣するという形で、原子力安全委員会の位置づ

けも記述をさせていただいているところでございます。 

  ４番目には「自衛隊の災害派遣」、次の５番目には「防災業務関係者の安全確保」とい

う記述がございます。 

  第３節以降に、住民への対応ということも記述をさせていただきました。「屋内退避、

避難収容等の防護活動」ということで、１番には屋内退避、２番目には避難場所の設定、

３番目には安定ヨウ素剤の予防服用ということも記述をさせていただいております。 

  ８ページにまいりまして、更に「災害弱者への配慮」、「飲食物の摂取制限」といった

ことも記述をさせていただいております。 

  第４節では「犯罪の予防等社会秩序の維持」、第５節では「緊急輸送のための交通の確

保・緊急輸送活動」ということにつきまして、現行の原子力災害対策編に準じた形で記述

をさせていただいております。 

  ９ページにまいりまして、第６節につきましても、救助・救急活動について、それぞれ

の役所の役割分担について記述をさせていただいておりますし、（２）では、資機材の調

達といった内容についても触れてございます。 

  10ページ、医療活動につきましても緊急被ばく医療派遣チームを文部科学省、厚生労働

省の方から出していただいて、（２）にございますような緊急被ばく医療の実施について

記述をさせていただいております。 

  第７節につきましては、「関係者等への的確な情報伝達活動」ということで、（１）に

は「周辺住民等への情報伝達活動」、11ページにまいりますが、（２）は「国民への的確

な情報の伝達」、（３）は「住民等からの問い合せに対する対応」、（４）では「在京大

使館等への情報提供体制の強化」ということを記述してございます。 

  最後に、第８節でございますが、「迅速な復旧活動」といたしまして、（１）は「屋内

退避、避難収容等の解除」をすること、更に（２）は「損害賠償」でございまして、防衛

施設庁は日米地位協定等に基づいて適切に損害賠償について対応するという形で記述をさ

せていただいたところでございます。 

  原子力災害対策編の修正のもう一点につきまして、12ページに記述をしておりますが、

原子力安全委員会の方から緊急被ばく医療についての指針も示されまして、その内容につ

きまして今回、防災基本計画の中に位置づけをさせていただいております。 

  １つ目には、「事業者の責務の追加」ということでございまして、事業所内における初

期被ばく医療体制の整備、通報連絡体制の整備というようなことを記述しております。 
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  ２番目には、「地方公共団体の責務の追加」ということでございまして、これは初期、

二次被ばく医療体制並びにそのネットワークの構築、また、施設内の汚染がないことの確

認等について記述をしているところでございます。 

  ３番目には、「初期、二次、三次被ばく医療機関等の位置づけの明確化」ということを

させていただいておりまして、患者の症状に基づいて、医療ネットワークを基に他の機関

への転送等の実施、それから、初期、二次被ばく医療体制並びにそのネットワークの構築、

また国としては地域の三次被ばく医療体制を構築すること、こういった内容について記述

をさせていただいておりまして、その次のページ以降に具体の修文をお示ししております

が、説明については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○伊藤座長   ありがとうございました。 

  ただいま、風水害と原子力災害についてそれぞれ御説明いただきましたけれども、どう

ぞこれから自由に御意見を出していただければと思います。 

○今井委員   両方とも多岐にわたるので、ちょっと見落としかもしれませんが、１つだけ

質問させてほしいのですが、原子力災害対策編の方なのですが、被ばく医療が初期、二次、

三次となっているのですが、被ばくの確認についてはどうなのですか。その地域全体で何

キロ以内とか、被ばくしたかもしれない、しないかもしれない、風向きや何かによっても

違うだろうと思いますし、その辺の初期に検査の方はどうなっているのか、ちょっとお教

えください。 

○原子力安全委員会事務局   例えば、事業所の中で被ばくしたときには事業所の中で確認

をするという形になりますし、恐らく先生が御発言のところは、放射性物質が外に出たと

きに、住民の方が被ばくしたのをどうするかということだと思いますが、これにつきまし

ては、例えば、避難所であるとか、そういったところで被ばくの検査をするということで

ございます。 

  事前の対策としましては、原子力災害が起こったときに、どの程度の範囲に影響が及ぶ

か、どの程度の範囲で対策をとっておく必要があるかというのを定めておきまして、地方

自治体においては、その範囲内についていろいろな対策を実施していくことになってござ

います。 

  また、実際に起こりますと、放射能がどのくらい拡散するか、どのぐらいのものかとい

うことを予測するシステムを設けてございまして、そういったもので具体的にどの地域に

どのぐらいの汚染があり得るのかというのを予測した上で、各住民の方々、もし実際に被
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ばくをされるという状態になれば、最初に申しましたように、避難所等に実際に避難をし

ていただいて、そこで検査をしていただくという形になります。  以上でございます。 

○今井委員   それはここに入っていますか。 

○原子力安全委員会事務局   具体的にそこまでは記述はしてございませんけれども、実際

には地方公共団体がそういったことを行うこととなってございます。 

  どのような形で行うかということについては、安全委員会で防災の指針を定めてござい

まして、どのような検査をしていったらいいのかということについて記述をしてございま

す。 

○伊藤座長   今のに関連して、地方政府は両方知っていなければいけないんですね。安全

委員会の指針とか、そういうのとこっちの方と。 

○原子力安全委員会事務局   地方自治体でございますね。そうでございます。 

○伊藤座長   防災基本計画の原子力災害対策をよく読んでおくことと、それから、安全委

員会の指針と、両方知っておかないと今井先生の今のような御質問に対応できないという

ことですか。 

○原子力安全委員会事務局   そうでございます。今日の資料の２の２ページですが、ここ

に前文がございますが、Cのところをごらんいただきますと、専門的・技術的事項につい

ては、原子力安全委員会が定める防災指針、原子力施設等の防災対策、これを防災指針と

呼んでおりますが、これを十分に尊重するものとするということで、具体的な技術的ある

いは専門的な事項については、我々の指針で定めるという形になっております。 

○伊藤座長   今井委員、よろしゅうございますか。 

○今井委員   はい。 

○伊藤座長   どうぞほかに、御質問を。 

○澤田委員   原子力艦の原子力災害に係る国の行動計画、行動指針というものについては、

米国の原子力艦船が寄港する我が国における３つの港の１つとして横須賀市では多年にわ

たって国に要望してまいりました。それが今回このような形で防災基本計画の中に新しく

一点として取り上げられて、各省庁や関係指定行政機関の役割が明確に位置づけられるこ

とになりましたことに対して、心から敬意を表し、感謝申し上げます。 

  とりわけ、その中で関係省庁原子力艦事故対策連絡会議及び非常災害対策本部は、事務

局を内閣府が引き受けてくださるということについては敬意を表したいと存じます。大変

関係省庁が多岐にまたがるために、御苦労も多かったと存じますが、内閣府において事務

局を引き受けていただいたということに対して、その御労苦に対して感謝申し上げます。
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これからもよろしくお願い申し上げます。 

  そこで、今回の防災基本計画の修正文案については、要望計画についての記載がなされ

ていないわけであります。実は、今日午前中に私も横須賀市で防災会議を開いて、地域防

災計画原子力災害対策計画編というのを今日定めたところであります。68ページにわたる

膨大なものなんですけれども、その中で、原子力艦船の事故災害対策のために、住民参加

も得て、防災訓練を行うというような条項も入れておりますが、できるならば予防計画、

という形で防災訓練について何らかの記載をしていただければ大変ありがたいと思ってお

ります。 

  今後も、原子力艦の対策については、今回ですべて終わるということではなくて、引き

続き検討されていくと聞いておりますので、防災訓練の実施などの予防対策を今後、防災

基本計画の中に位置づけるということを御検討いただければと思いますので、要望をいた

します。よろしくお願いいたします。 

○野田参事官   ありがとうございました。 

  御指摘のとおり、今回の計画では、応急対策というところに焦点を絞りまして、計画を

策定させていただきました。と申しますのは、現在のところ、原子力艦の原子力災害とい

うことについて、予算措置等の対応がまだとれていないものですから、予防対策というと

ころまで踏み込むことがなかなか難しかったという経緯がございます。 

  したがいまして、この計画をつくりますのに、ＪＣＯの事故以降、２年半を経てようや

く応急対策編というところまでまいりましたので、引き続き各省の予算措置等をみながら

そういった予防対策の面について検討させていただきたいと思っております。 

○伊藤座長   風水害に対して何か御意見ございませんでしょうか。 

  特別に御意見がほかにございませんでしたら、防災基本計画の修正案について、ただい

ま何人かの委員からの御発言を事務局の方で受け止めて、それについてまた修正などを踏

まえ、最終案を４月下旬に開催予定の中央防災会議に諮るということにしたいと思います

が、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

                            （「異議なし」と声あり） 

○伊藤座長   ありがとうございました。それでは、そのように取りはからわせていただき

ます。 

  それでは、前の２つの報告についてはそういう処置をとることにいたしまして、後半の

「防災基本計画等の実効性の確保について」、これを事務局から説明をしてください。お

願いいたします。 
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○野田参事官   それでは、引き続いて説明をさせていただきます。 

  資料３をお開きいただきたいと思います。「防災計画等の実効性の確保について」でご

ざいますが、これは基本問題の中で唯一残っておった課題でございます。 

  １ページ目を開いていただきますと、当初の本実効性の確保についての問題意識を記述

してございます。それで、これまで防災基本計画専門調査会の中でいろいろ議論していた

だいた事項について、今回論点という形で整理をさせていただいておりますので、その点

について御説明をさせていただきたいと思います。 

  まず第１の論点として、「計画の位置づけと関係」という点がございます。いろいろ御

意見をいただいた中で、現在の防災基本計画というのが、国を頂点としてピラミッド型に

なっているが発想が逆であって、一人ひとりの命をどう守るかという下からの積み上げ的

な検討の仕方があるのではないかという御指摘がございました。これについては、具体的

にどういう形でそういった計画のプロセスというものができるかということについて、検

討していかなければならないと考えているところでございます。 

  それから、同じく、この事項につきましては、都道府県を超えた対応が必要な場合があ

るわけでございまして、やはり広域的な防災計画を作成するべきではないかということで

ございます。これにつきましては、災害対策基本法の中に、広域的な防災計画について記

述があるわけでございますが、調べましたところ、現在のところそういう計画の作成例が

見当らないということでございまして、この点についても、今後検討していかなければな

らないと考えているところでございます。 

  それから２つ目の論点といたしまして、計画の内容、または業務の役割分担というよう

な視点がございます。これにつきましては、１つ目の「○」にございますように例えば、

お手元の防災基本計画を見ましても、非常に膨大な計画になっておりまして、何でも書い

てあるけれども、実際緊急時の対応がいかがかというような視点がございまして、この防

災基本計画の経緯をずっと見てまいりますと、昭和38年の策定のときは非常に薄い計画で

ございまして、指針だけ書いてあったものが、改定をするたびに今日に至ったというよう

なことでございます。再度、昭和38年当時の策定内容を見ながら、そういった基本計画の

指針化というような検討が必要ではないかというのが１点目でございます。 

  それから２点目といたしまして、これは平成７年の改定のときに、災害種類別に構成を

変えているわけでございますが、その結果といたしまして、ほぼ同じ内容が繰り返し記述

をされているというようなことがございます。また、予防・事前対策という部分と応急対

策というところも、かなりのダブりがあるということでございまして、これをどういうふ
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うにするか。１つには、災害種類別の別冊構成にするというような可能性もあるわけです

が、そういった内容の重複ということについて検討する必要があるという点でございます。 

  ２ページ目にまいりまして、先生方の御指摘といたしまして、防災という言葉の内容は

極めて時代を反映しているというお話がございまして、そういったことから時々刻々と変

わっていく時代に対応する基本計画を作成することが大事だという御指摘がございました。

この点については、全くそのとおりでございまして、下にございますような自助・共助・

公助のバランスや、個人の災害対応能力の低下、また企業防災についての期待などといっ

た新しい視点について今後、導入を検討していくということが必要だと感じているところ

でございます。 

  更にその下の「○」につきましては、ＩＴなどの最新の技術を使った災害対策というこ

とをもっと記述すべきではないかという御指摘もございます。確かに、ＧＩＳですとか、

インターネットですとか、被害の早期評価システム、携帯電話といったような新しい技術

に基づいた事項について、計画への記述の可能性について検討する必要があると考えてい

るところでございます。 

  それからもう一点は、防災基本計画にデータ収集の徹底と分析、また、今後の対策への

反映というものを加えるべきではないかという御指摘がございます。 

  これにつきましては、防災基本計画の付録といたしまして、一応データを集めて、別冊

でつくっておりますが、確かに不十分な面がたくさんあろうかと思いますし、データ分析

自体も余り体系的には行っていないというようなことでございますので、その点について

は今後更に検討が必要であるかと思っているところでございます。 

  ３番目の論点といたしまして、定量的な目標の設定ということを挙げてございます。こ

れにつきましては、地域の総合的な防災力を評価する指針のようなものをつくっていく必

要があろうかということで、後ろの４ページ目から別紙を付けてございますが、地域防災

力の診断評価ということで、監視・警戒ですとか、避難の判断ですとか、情報伝達、避難

誘導、防災体制といったようなものを指標としてそれぞれの自治体で判断ができるような

システムがつくれないかというようなことを現在検討しております。５ページにございま

すような詳細な指標にブレークダウンをして、警戒活動の具体性ですと、前兆現象の理解

ですとか、どんな指標が取られるのかというのはまだ検討中でございますが、こういう指

標を積み上げていって、それぞれの地域の災害対応力を評価するというようなことも必要

かということを検討しているところでございます。  ２ページ目に戻っていただきまして、

論点III の２つ目の「○」でございますが、災害の犠牲になるのは高齢者等の災害弱者が
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非常に多いというようなことがございまして、プライバシーの問題で、福祉部門から防災

部門になかなか伝わらないことが多いということもあるわけですが、こういったことにつ

いても、情報の共有化ということで、十分対応をしていかなければならないと考えている

ところでございます。 

  論点IVでございますが、「防災業務計画及び地域防災計画のあり方」ということでござ

いまして、１つ目の「○」といたしまして、地域防災計画についてその計画の内容を十分

評価して公表していくようなことが必要ではないかという御指摘がございました。将来的

には、そういった地方公共団体の要請に応じて、専門家グループからなる評価チームとい

うようなものをつくって、そういったことに対応していく必要があると考えているところ

でございますし、こういった検討もしていかなければならないと思っております。 

  ３ページ目、一番上の「○」でございますが、地域防災計画については、その概要版を

配布して、住民へ積極的に周知をするということが大事だという御指摘もございました。

この点につきましては、近年、かなり行政の防災情報を住民に周知するという傾向が出て

きておりまして、自治体においても、こういった努力がなされているというような状況に

ございますので、そういったものを促進していく必要があろうかと思われます。 

  その下の「○」といたしまして、地域防災計画について、各種災害ごとに災害対策編を

作成するよう努めるべきではないかという御指摘もございまして、現在のところ、防災基

本計画に準じて、そういった傾向にあるわけでございますが、その一方で、そういった各

種災害別に計画をつくりますとかなり大部のものができてくるといった面もございます。

その辺をどういうふうにバランスをとっていくかということがございます。 

  更にその下の「○」でございますが、地域のハザードマップを地域防災計画の中に位置

づけてはどうかという御指摘がございました。これは確かに重要な御指摘でございます。

特に都道府県レベルの地域防災計画には、なかなかハザードマップというものは掲載して

いる例が少ないというような状況にございまして、また、市町村計画については、これは

是非必要だというふうに思っておりますが、まだまだこういったハザードマップを掲載し

ている市町村計画も少ない状況にございますので、そういったものをできるだけ掲載され

るように促進していく必要があろうかと思っているところです。 

  最後の論点Ｖでございますが、「作成・改定に資する支援体制」ということでございま

して、防災業務計画、地域防災計画の策定を支援していく体制を充実しないとどうも金太

郎あめ的な計画ができてしまうというような状況にございます。市町村計画、特に小さな

町村の場合には、計画を作成する体制が整っておりません。そういったところにどうやっ
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てこれから支援をしていくかというところがまた検討すべき点かと思っております。 

  それから、最後の「○」でございますが、住民が自ら危険箇所等を把握して、独自の防

災計画をつくる動きを支援するべきではないかという御指摘がございまして、これは先ほ

どもボトムアップというような話がありましたように、十分検討していかなければならな

いことでございます。 

  特に、米国の場合には、こういった住民による防災計画づくりというようなことが行わ

れておりますので、そういった体制の導入について検討する必要があろうと思われます。 

  以上が、これから防災計画の実効性を確保していく上での、検討事項であり論点である

というふうに感じているところでございます。 

○伊藤座長   事務局からいろいろ具体的に委員の皆様方から出された内容を整理して、今、

説明を受けられたわけですが、まだまだこれは議論をして焦点を当てていかなければうま

くいかないような感じがしております。 

  それで、本日は、実は何人かの委員の皆様方から、我々これまで議論したことについて

御意見をいただいておりますので、御欠席の委員もおられますが、事務局から、御欠席の

委員の意見も含めて、まずお話を説明してください。 

  それから、今日、御出席の委員の皆様方から数分ずつメモについてのお話を聞かせてい

ただければと思う次第です。 

○中北参事官   お手元に資料の４という形で５人の委員の皆様方から出していただきまし

た紙をとじてございます。これは、今、座長の方からお話がございましたが、前回の専門

調査会におきまして、言い足りない点とか、あるいはまとめて意見を提出をしていただい

た方がよろしいのではないかということでお願い申し上げまして、現時点で５人の委員の

先生からいただいたということでございます。 

  一番最初に50音順にクリップをいたしております。 

  委員の先生から直接お話しいただく方があるいはよろしいかもしれませんが。 

○伊藤座長   朗読していただけますか。それで改めてそれぞれの委員から御発言いただく

ことに。 

○中北参事官   わかりました。それでは、朗読させていただきます。 

      （資料４「防災基本問題に関する報告のとりまとめに向けての意見資料」朗読） 

○伊藤座長   どうもありがとうございました。それでは、改めてメモを御提出いただいて

いる委員の皆様方から口頭で補足的なお話を澤田委員からよろしくお願いします。 

○澤田委員   ３つことを提出させていただきました。 
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  １つは、「（１）危機管理に関する研修の充実」であります。 

  国も自治体も危機管理に関する専門的知識を有する人材の育成というのが極めて重要で

あることは言うまでもありません。現実には、なかなかそこまで行ってないわけでありま

す。 

  国も勿論ですが、特に自治体では危機管理についてある程度の専門的知識を持っている

のは勿論ではありますが、相当程度の知識を持つ職員の育成も必要であると思います。 

  いざというときに、度胸だけで処理するというのは問題でありまして、やはり知識がな

ければ思うようにいかない。やはり、判断能力と知識の両方が必要なので、問題は知識の

方が十分ではないということが考えられますので、そもそも危機管理における危機管理論

というのがあると思うんですが、それについて特に基礎的なことを自治体の職員にも身に

付けておく必要があるのではないかということを感じますので、そのための研修システム

を何とかつくっていく必要があると。個々の自治体では、なかなかできない面があります

ので、何か自治体に共通する一つの体制をつくっていただければと、そのように思ってお

ります。 

  その場合に、例えば各省庁が大学校、あるいは大学、研究所等を持っているわけですか

ら、それらを結集して設けていただいたらと、そのように思います。 

  ２つ目は「（２）地域の防災力の担い手に対する研修制度の構築」であります。 

  行政と一般の市民との間に両者をつなぐ、基本的にはボランタリーなんですが、リーダ

ーが必要なんです。 

  現実は、消防団とか、自主防災組織、婦人防火クラブ、その他、まだＮＰＯまではいか

ないんですが、災害ボランティアと称するその一歩手前ぐらいのグループもあります。 

  そういった一般の指示に従って集団的に行動する人たちの上に立って、行政とのパイプ

役を果たす人間が、知識と判断能力を持っていないと、いざというときに一般大衆が右往

左往してしまう。行政は、なかなか個々の地域まで目が行き届かない面があるので、その

中間に立つ人材の質がいいか、悪いかということが被害の大小に結び付く危険性が大きい

ものですから、そこのところの人材育成をきちんとやっていく必要があるということを痛

感しております。 

  ３つ目は、「（３）教育課程における防災教育の体系化」であります。 

  防災という視点で束ねた教育というのがなされていないというのが現実でありますので、

小・中学校の特に小学校で防災について一元化した体系的な授業が行われたらいいと思い

ます。 
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  特に子どものときから、自分の身は自分で守るんだという意識が極めて大事だと思いま

す。そのことが、子どもたちが大人になったとき、あるいは高齢者になったときに福祉へ

過度に依存するという考え方から脱皮できるし、更には国民全般に、健全な国家安全保障

に対する考え方につながるのではないかというふうに思います。 

  ここに専門家の志方さんもいらっしゃるんですが、よく言われるのは、日本人というの

は、日本の安全保障について自分たちは相手を攻めることはしない、だから相手も我が国

を攻めてくることはないだろうというふうに発想する。だから、なかなか安全保障という

知識が働かない。 

  ところが、外国の場合は、自分は相手を攻めない、しかし相手は自分たちを攻めないと

は限らない。そこで安全保障という意識が成立するということがよく言われるんですが、

自分の身は自分で守るということを小さいときから身に付けていれば、そういったところ

にもつながっていくのではないかと思います。 

  一つの例を申し上げますと、最近、横須賀市では、容器包装リサイクル法に対応するた

めにごみの分別収集を変えまして、瓶、缶、ペットボトルやマヨネーズのプラスチック製

のような容器包装物、それからコンビニ、スーパー等で売っているプラスチックのおかず

が乗っているトレイ、そういったものを分別して出すようにしたんです。 

  そのときに、マヨネーズが多少でも中に残ったままで出されると、カラスが飛んで来て

汚くなってしまう。東京都なんかは大変なようですけれども。私どもでは、マヨネーズが

残っている場合には、全部出して、軽く水洗いをして出しなさい。プラスチックトレイも

同じように軽く水洗いしてきれいにして出しなさい。そして、カラスが来ないように網を

かぶせて集積所に収めるということにしたら全くカラスが来なくなった。そのカラスが東

京に来たのではないかという説もありますが、それはわかりませんけれども、川崎も増え

て困っているということを言っています。 

  なぜ、そういう例を申し上げるかというと、学校給食なんです。給食が終わった後に、

子どもたちに、今のマヨネーズの処理やトレイの処理をきちんと教えたわけです。家庭に

帰ると、お父さんが、市の広報紙を見て適当なことをやっていると、そうすると子どもた

ちが、お父さんそれは違うよと、こうやるんだよというのを教えるわけです。 

  ごみの排出について家庭の話題になるということによって、家族ぐるみで適正なごみの

出し方が実現する。それによって地域社会がきれいになる。ごみも資源化する率が高まる

ということになるので、やはり防災ということについても、自分の身は自分で守るという

ことを、子どもたちが家庭の中で話題にすることによって、家族ぐるみでそういう意識を
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持つ、身に付けるということにつながっていく可能性に期待したいと思っています。 

  以上、補足説明をさせていただきました。 

○伊藤座長   ありがとうございました。それでは、志方委員。 

○志方委員   今国会で、有事法制の整備に着手するわけでございますが、国家緊急事態、

あるいは危機管理という一つのスペクトルを取りますと、一番右端には戦争というのがあ

って、一番左端には我々が避けて通れない自然災害、その間にいろいろテロだとかが入っ

てきて、一つの連続体としてとらえている。 

  今回の有事法制はどちらかと言うと、いわゆる一番右端の方で、まず相手が攻めてくる

というような状態からつくっていくわけです。テロや不審船のような中間の危機も入れる

べきだ、いや入れない方がいいという議論があります。 

  左端の自然災害については、しっかりとした災害対策基本法があるわけで、恐らくここ

の間に断裂ができるんだろうと思うんです。 

  しかし、何事も起こってしまえば、戦争であろうと大地震であろうと、ガスが漏れ、ば

い菌が飛び散るという現実は起こってしまえば同じということになります。 

  発災しなければ何もしないというようでは、初動対処は間に合わないんだろうと思うん

です。やはり、非常災害対策本部を発災が予測されるような場合からつくる。発災した場

合でも、かなり甚大だという場合には、いきなり緊急災害対策本部をつくるとか、少し条

件を見直すことが必要だろうというのが、１つの意見であります。 

  大規模自然災害であっても、放射能漏れなどがある。これは原子炉がない町でも、今は

病院には医療目的の放射性物質がありますし、化学薬品ももれ出る。病院などで保存して

いるウイルスとか、株菌とか、こういうものが露出してしまう。バイオテロの場合は、そ

れがテロであるということがわかるまでに相当時間が掛かってしまうということがありま

す。 

  ニューヨークの同時多発テロでも、最初の飛行機が１つの建物に当たったときには、み

んなパイロットがハートアタックに襲われたんだろうと思っていたぐらいで、そうしたら、

２機目が来たというので、間違いなく相手が意思を持っているということになったわけで

す。 

  バイオハザードについては、これは本当に自然に出てきた単なる感染症の広がりか、そ

れともある一定の意思を持った人たちがやっているのかということは、わかった時点では

もう遅いというようなことがありますので、これからの社会では何事も前広にやっていく

と、そういう体制もとるということです。 



 21

  横須賀市には、放射能対策の消防車があると聞いたんですが、私はどうやって消防車で

放射能を防ぐのかわからないですが、そういう特殊なものに対しても備えないといかない

ということが１つです。 

  ３番目に書いてあることは、どういうことかと言いますと、例えば地震が起きた直後は、

自衛隊がたくさん持っているヘリは案外動かない。偵察に飛ぶぐらいの話であります。 

  例えば、東京都では、今、自衛隊、消防、警察のヘリにお願いをして、勿論偵察にも飛

ぶんですけれども、東京都の職員でも千葉に住んでいるとか、埼玉に住んでいる人を都庁

へ運んでいただくことを考えています。 

  千葉に住んでいる人は、都庁から離れる方向だけれども、まず木更津の部隊に行くとか、

習志野の部隊に行って、そこに集まりヘリに乗って代々木公園まで降りてくる。代々木公

園から都庁まで自転車とかバイクで来るんですが、できれば大型のヘリで、バイクや自転

車のまま乗ってくる。そして代々木公園から自転車、バイクでもって都庁まで来ると案外

早く来れるんですが、歩けば30分から40分掛かってしまう。 

  そういう意味で、初期段階でヘリが多く使われていないときに、自治体の職員、あるい

は中央官庁の人たちの輸送に使う。 

  今は、ＶＩＰだけを運んでいますけれども、そうではなくて、ＶＩＰの下で働く人も緊

急に集まる。そうすると、２～３時間で確実に地方自治体あるいは中央省庁の指揮機能が

立ち上がる。 

  その後、どんどんヘリの需要が出てきますが、今までの実績からすると初期にはそうい

うことになっていますから、やはりヘリコプターの運用は、あらかじめルールを決めてお

いてやれば、かなり立ち上がりが早いということであります。 

  ４番目は、７都県市が協力して事に当たろうと我々は準備しているわけでありますけれ

ども、現在の訓練は同じ日にみんなで訓練を立ち上げるというだけのことであって、内容

的にはほとんど連携をしていないわけです。 

  これではいけないということで、来年の１月頃になるんだと思うんですが、７都県市で

図上訓練をやってみたらどうだろうかということで、今、案を練っているわけであります。  

やはり、７都県市といっても温度差があります。非常に前向きでやろうというところと、

みんながそう言うから付き合わなければならないだろうなというところもあります。先ほ

どから各自治体の防災度というか、危機管理度というものを評価するような指標がつくら

れるということで非常にうれしいと思うんですが、これらは図上演習で自分たちの自治体

のどこが弱いかということを見ることができる良い材料になりましょう。 
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  また、評価施設が常設してあれば、そこへ来ていつも訓練する。図上演習といえども、

自分で自分を訓練するというのは一番難しいわけであります。ですから、こういう図上訓

練のための常設機関があって、そこに各自治体の防災チームが行って、そこでエバリエー

ションを受けて訓練されて帰ってくるというようなものができればなと思います。 

  地震というのは、ここから川崎市だから、揺れるのをやめようかとか、そういうことは

ありませんので、是非、広範囲な地域的な協力ができるよう少しずつ防災対策の視点を伸

ばしていただきたい。河川敷で消防や警察が集まってやるというのも、これは都民、ある

いは市民に防災ということを教えるという意味ではいいんですけれども、実際に起こった

ときの地方自治体の対応には余り大きな影響はない。むしろ、指令部が失敗すると大失敗

してしまう。警察も消防も自衛隊も、大体やれと言われたことは必ずやるようになってき

ていますので、そういうものを見せるよりも、むしろ指令部の訓練をしっかりやったらい

かがかなということが意見でございます。 

  どうもありがとうございました。 

○伊藤座長   重川委員、お願いします。 

○重川委員   お手元にございますメモの２枚目の横長の絵を少しごらんいただければと思

うんですけれども、今回防災計画の実効性の確保といった資料を前にも御説明いただいた

んですが、何でこれだけきちんとした計画があるのに、実際これでうまくいくんだろうか、

あるいはこれから実効性を確保するにはどうすればいいんだろうかと、なぜ自信が持てな

いのか、どこに不安を感じているのかということをいろいろ考えております。 

  やはり、一番大きなところは、いわゆる防災担当セクションの方以外にとって、しょせ

ん防災というのは、第一次的に我がことではないという意識が強い。そこら辺に問題があ

るのではないかと思います。 

  災害が起きたとき、あるいは災害が起きる前の予防活動を含めまして、実際の防災対策

というのは、今見ていただいていますように、災害発生から10時間、100 時間、1,000 時

間、１万時間というふうに時間が経過するに従いまして、防災対応のフェーズというのは

異なってまいります。 

  最初は、やはりみんなが混乱をする、戸惑う、何をしていいかわからないという時間が

存在しますし、当面必要になってくるのは、やはり命を守るということです。 

  それが一段落しますと「災害救助法の世界」というふうに書きましたけれども、例えば

いろいろな災害によって止まった社会サービスを供給する、あるいは被災者の生活を確保

するために、水、食料、医療、教育とかを当面行政サービスとして供給していく、更にそ
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うしながら被災地の復旧・復興を考えていくといういろいろな対応がございます。この図

では、少し時間差があるように書いてありますが、実は、すべての業務は災害が起こった

直後にスタートしなければならないものだと思います。 

  当然、この業務に関わるのは何も防災担当課だけではなくて、行政の中の全部のセクシ

ョンが自らの対応として、例えば土木課、建築指導課あるいは保健衛生課、教育委員会、

それぞれが我がこととして行っていくことになります。 

  ところが、今現実に地方公共団体の中で、確かに計画上はこういうふうに書かれている

んですが、それぞれの主管課がそう思っているか、あるいはこの上に防災担当課問題、全

体を総合調整、マネージメントすべき役割なのではないかというふうに書いたんですが、

ではその担当者が専任であるかどうか、あるいは専門的な知識を持っているかどうかとい

うと決してそうではございませんで、例えば三千幾つある自治体中で、防災を専任として

いる職員の方というのは、恐らく４割ぐらいしかいなかったと記憶しております。残りの

６割の方は、ほかの仕事と兼務しながら、担当係長１名が四苦八苦しているといった状態

のところがたくさんございます。自治体数でいけば、その方が多いはずです。 

  逆に、ある自治体では全体調整を消防局がやっているところもございます。申し上げま

すように、本来均一なサービスをされるべきである防災業務について、まず体制そのもの

に標準化が図られていない。あるところではスペシャリストが当たれるんだけれども、そ

うではない人を回さざるを得ない現状に直面している自治体が半数以上に上っているとい

うこと。 

  そういうことを考えたときに、やはり少なくとも、生命財産を守るというところについ

ては均一な判断なり意思決定をした防災サービス等ができるようにすべきではないだろう

か。 

  それと同時に、昔、国土庁の防災局がおやりになっていたような、いわゆる関係各セク

ションにまたがるようなことを実質的に総合調整できるような力を、防災担当となった課

が持ち得るようなシステムの標準化が行われるべきではないか。 

  ３つ目は、今回の防災計画の実効性の確保にも書かれていましたけれども、今後こうい

うことをやっていくために、地域防災力の評価を行う。評価を行う際にも、予算を付けて

コンサルタントがやるというのではなくて、やはり担当した課が自ら自分たちの力で評価

を行う。それを地域防災計画に反映していく。地域防災計画の作成も見直しも防災力の評

価も、それは防災担当課の仕事でしょうと言われるのではなく、それぞれのセクションの

人たちが自分たちの仕事として評価、計画の見直し、住民へのフィードバックを行える。
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そういうことを行っていく体制ができて初めて、本当に実効性のある防災計画、防災体制

がつくられていくのではないかという趣旨で、今回は資料を作成いたしました。 

  以上です。 

○伊藤座長   ありがとうございました。それでは、能澤委員の方から。 

○能澤委員   先ほど説明していただいた文章に書いてあるとおりです、特に申し上げるこ

とはありませんが、もしこれをやるとすれば、有害なガスを出すくせのある火山について、

一応季節的な気象状況を登録しておくと言いますか、地形等も勘案して適応するための準

備をしておく必要があるということで、もしやるとすればそういった火山について準備を

しておく必要があると思います。 

  以上でございます。 

○伊藤座長   ありがとうございました。それでは、各委員の御説明をいただきましたので、

後は自由に御意見を賜わりたいと思います。どうぞ、どういう観点からでも結構でござい

ます。 

○福岡委員   御説明はなかったんですが「防災計画の体系」という資料の中に、地域防災

計画とか、県や市町村がつくる防災計画を今までどれぐらい修正をやってきたかという表

が後ろの方にあるんです。 

  私が質問したいのは、地域防災計画等の見直しを要求してきた、見直しのためには手続

が必要で、そういうことがどうもこの文を読んでいますと、阪神・淡路大震災の教訓を踏

まえてやっているような書き方になっている。 

  私が知りたいのは、もっと自分のところで自然災害等が起こって、その結果として自発

的に、こういうふうに地域防災計画を直したいと言ってきているところが多いのかどうか。 

何か、防災基本計画が直って、それに呼応した形で地域防災計画を直すのが修正状況なの

か、そうではなくて、例えば土砂災害とか豪雨災害が起こって、地域にとって見直しをや

らなければならなくなって、それに対しての修正の行為だったのか、その辺について前か

ら少し気になっていますので、この表の意味を教えていただきたい。 

  以上です。 

○野田参事官   都道府県並びに市町村の地域防災計画につきましては「防災計画の体系」

の１ページ目で御説明をいたしましたように、防災基本計画自体を改定しますと、それに

対応した形で都道府県は改定をされます。また、市町村の場合にもそれに準じて改定をさ

れるというのが一応の流れになっておりますが、先生から御指摘をいただいたように、都

道府県並びに市町村、特に都道府県でございますが、その年に起こった災害を踏まえて、
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独自の改定をされている例はたくさんございます。それが、現状でございます。 

  ただ、こちら側の表をごらんいただきますと、これは消防庁さんに説明していただいた

方がいいかもしれませんが、資料の一番あとの15ページにございますように、市町村の場

合は修正率というのが63％ということでございまして、先ほども重川委員が御指摘されま

したように、市町村の場合、特に町村ぐらいになりますと、担当職員が非常に少ないとい

うこともあって十分な修正ができていないというのが現状というふうに認識をしておりま

す。 

○務台消防庁防災課長   今、参事官の方から御説明いただきましたが、特に市町村の場合

が去年の４月の段階でまだ６割強、これは阪神・淡路大震災以降の修正状況がこうだとい

うことで、まだ阪神・淡路大震災が起こった後、４割がこういう状況であるということで

ございます。 

  なかなか忙しいということもあるようですが、当事者意識を持っていただけないという

団体も中にはあるのではないかということでございまして、消防庁でも毎年通知を出して、

いろんな観点を示しながら、修正をしてくださいというお話をしております。ただ、なか

なか頭ではわかっても体が動かないという状況がございます。 

  それで、先ほどよりいろんな観点が出されておりますが、例えば自分のところの自己評

価を自分でしてみる、あるいは外から来てもらってみて、住民の目を通して批判を受ける

形でやらざるを得なくなるような、そんなこともちょっと考えながらやっていく必要があ

るのではないかというふうに考えております。 

○伊藤座長   よろしゅうございますか。 

○福岡委員   わかりました。ただ、どうも私の誤解があるのかもわかりませんが、例えば

広島で土砂災害が起こったときに、私が委員会の委員になって、地域防災計画、あのまま

ではうまく働かないということがわかりまして、見直しをしなければならないといったと

きに、行政がどうこう言ったわけではなくて、委員会の委員はそれは大変な作業だと、要

は地域防災計画を直すのは大変なんだよということになって、私も当時よく知らなかった

もんですから、ああそんなもんかと思って、それで後で条文を読んでみたらやはり書いて

あることは重々しいことが書いてありまして、簡単に直りそうもないような書き方になっ

ているんですね。後で聞いてみましたら、いやそうでもないんですと言われまして、あの

辺りを考えますと、本当にこの地域防災計画、この防災基本計画が直ったから直している

いるかのような印象をずっと持っていまして、本当に直さなければならないと自分たちが

自発的に思ったことをやっているのかどうかについて、私としてはもうちょっとその辺も、
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そう言われるのは恐らく正しいと思うんですが、もうちょっと調べられた方がいいんでは

ないかというふうに感じましたので御質問いたしました。 

  以上でございます。 

○務台消防庁防災課長   毎年こういう調査をしておりますが、今度ターゲットを絞ってみ

て、直してないところについてはなぜ直さないのかということをちょっと深めてみたいと

思っております。それによって対策も出てくるんじゃないかと思います。 

○伊藤座長   どうぞ。 

○北里消防庁次長   今、御指摘のような面が多分あるんだと思いますが、現実にニューヨ

ークのテロなど、さまざまな状態の中で、国も地方も危機管理、防災体制をどう強化して

いくかということが、非常に皆さんの問題意識になりつつあるわけですが、従来一種の国

準拠と言いますか、国で大体の方向性を示して、それに地方も付いていくという構図であ

りました。地方も、先ほど、志方委員がおっしゃったように、非常に弱体な市町村も勿論

ございます。それから、各自治体とも地域防災計画ができていれば、まあまあそれでいい

んだというか、一種の形式主義的な部分、これは日本社会全部が持っていたような部分も

あるかと思うんですが、そういうものをこれから打破していかなければいけないという時

点に今、来ているんだと思います。 

  ですから、福岡委員がおっしゃるように、せっかく委員の先生方で御指摘をいただいて

も、県の部分はまだ政府の基本計画も直ってないことだし、もうちょっと待ってくれとか、

あるいは非常に難しいというようなお話になりがちな要素はあったかと思います。しかし、

これもそういうことを言っているときではだんだんなくなりつつあるわけなので、是非今

後はこういう資料をお見せしたときに、みんな自主的にこれだけの改正をやっていますと

か、そういうことができるような姿を目指していきたいと思っております。 

○伊藤座長   今井委員、どうぞ。 

○今井委員   先ほどから話題になっているんですが、この基本計画そのものが非常に分厚

いものになったり、実際にその計画を見てみると重いものになっているというようなお話

があって、先ほど何度も書いてあるが、緊急時のときに対応しているのかということと、

指針化を図った方がいいという話も出てきましたし、それから各論は各論で災害別の別冊

をつくる云々もありましたが、大本の基本的なところの問題があるからこういうことにな

ってしまうのかなと思うんです。それはどういうことかというと、昔は薄っぺらい指針で

よかったのは、多分一人ずつの逃げ足が早かったんではないかと思うんです。自分で物が

考えられて、自分なりの段取が取れた。それから、いわゆるあまり経済的なことに固執し
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て、保障がどうのこうのとか、そういうことを考えずに何しろ命は自分で守ろうとしたか

ら、指針程度の例えばどこまで行けば水が飲めますよみたいなものがあれば、それで済ん

でいたんだろうと思うんです。しかし、今の場合にはこれはどうやっても、この計画自体

に実効性を持たせようと思うと、先ほど金太郎あめというお話もありましたが、どこかの

地方でこれをやったと、このことについてはやります、どこがやります、ここがやります

と、細かくみんなマニュアルをつくるから、そうするとよそは、あそこでこれをやってい

るんだからうちもこれをやらなければとなると。どうしてもそれはみんな金太郎あめにな

ってしまうような気がするんです。 

  それの大本の問題は何かというと、人間にフットワークがないんだと思うんです。です

から、例えばスイスを初めとする永世中立国と言われている国々が、日本を除いてはほと

んど、これはスイスみたいに男尊女卑の国だと、男子がということにはなりますが、みん

な１年に１回、何歳までという区切りがあって、例えば、軍事訓練というのをやっていま

すね。それは、軍事訓練という言葉に言われると、いいか悪いかの問題というので出てき

てしまう話なんですが、これが社会的に寄与している面ということを考えると、いわゆる

トレーニングができている人たちというのと、トレーニングができてない、目と指先ぐら

いしかない日本人というのでは、もうそこでベースが違うんだと思うんです。 

  ですから、まず考えなければいけないことは、実効性云々の前に、日本人の体力勝負、

運動能力、それから判断能力をどうするかというための指針みたいなものを先につくって、

どんな形でもいいから、みんながある程度動けるような人間に育て上げるというこが大切

だと思うんです。 

  もう一つは、やはりこれも世の中にある体系の問題なんですが、省庁縦割みたいなとこ

ろから派生したんだと思いますけれども、文部科学省管轄とその他省庁管轄が、こういう

文部科学省のときにばっさり切られている気がするんです。 

  先ほど、澤田委員からお話がありまして、自分で自分の命は守るということと、子ども

のころからちゃんと、いわゆる守られるべきものではなくて、自分自身が守られる人間に

なることは、すごく大切なことだし、それに対して御意見の中で、学校教育の中に防災教

育というものを取り入れるという、これは私も大賛成ですし、必要なことだ思います。ま

た、よい面の言い方をすると、そっちの方向なんですけれども、一方で学校というものに

何でも押し付けて、社会の方が学校とか切り離した形で動いているのが日本だと思うんで

す。そうすると、子どもはいろいろ教育を受けて、防災のこともわかってお父さんやお母

さんに伝えると、いわゆる環境問題のごみの問題のように、お父さん、お母さんが教える
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ことがある。これはすごくいいことです。 

  けれども、逆に子どもたちが災害のときに、いわゆる情報がない弱者、ほかのところに

はいろんな情報が回っていて、災害ではないときにもいろんなマップ類が出たりしても、

逆に大人の方から入ってこなければ子どもには入ってこない。その大人の方のお父さんや

お母さんがいろいろ子どもに言っているかというと言ってないし、昔は近所のおじさんや

おばさんが、いろんなことをおせっかいに教えたりしていたんだけれども、それもなくな

ってしまったというような状態の中で、閉鎖された情報社会の中で、学校で教えてもらっ

たことしか情報がないような状態に子どもが立たされているということと、もう一つは大

人と子どもが全部一緒になって何かをしなければ、例えば子どもの走るスピードと大人の

歩くスピードと違う、感覚的に、例えば子どもばっかりが一緒に逃げるわけではないです

から、子どもが大人の間をすり抜けていかなければならないこともあるだろうし、そうい

う大人社会と子ども社会を分けてしまっているところを是正しないと、実働の意味での実

効性がないような気がするんです。 

  だから、今の５人の方の御意見のことではなくて、前にこういう話が出ましたよという

実効性の確保についてのレポートの中にもいろいろ出てくるんですが、最初の災害の犠牲

になるのは、高齢者などの災害弱者と書いてあるんですけれども、そこには子どもは絶対

抜けてしまっている発想なんですね。大人社会だけでの発想、だから例えば幼児や高齢者

などとか、幼少時やという発想が書き込んであれば、子どもたちのことも考えているなと

いうふうに思えるんです。 

  それからこちらの方で、住民一人一人の協力が不可欠であるというところも、子どもを

含む住民一人一人の、いわゆる協力が不可欠であるみたいに、全体の頭の中から未成年者

を外さない考え方をこの中だけでもしっかりと持っている必要があるんじゃないかと思い

ます。 

  以上です。 

○伊藤座長   小幡さん、どうぞ。 

○小幡委員   手短に申し上げますが、２点、資料３に関わって、今ほかの点で御指摘のあ

ったところですが、資料３の２ページのプライバシーの問題、個人情報の問題が出ていま

す。大変重要な課題であると思いますが、こういうことを考える上では個人情報の保護と

いうのは非常に大事なことは勿論ですが、しかし保護する余り危機のときに結局情報を役

立てることができないという問題がございます。 

  今、法律案で国会にかかっていると思いますが、行政機関の個人情報保護法がございま
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すけれども、目的外利用にはなるわけですが、やはり福祉で取った情報を、その方の生存

に関わるような局面で使うということは、大体の場合、潜在的には本人同意が得られる場

合がほとんどだと思います。その場合、利用する場合のほとんどが公の機関ですから、情

報管理の後の方の徹底をすれば、それほど危ない個人情報の利用にはならないはずなので

す。 

  ですから、これはどこの自治体が、市町村で持っている、都道府県で持っているという、

いろいろなレベルの問題があって、それぞれ個人情報保護条例を持っていたり、多様で、

難しいところはございますけれども、せっかくこういう情報共有化の手法ということが課

題になっておりますので、是非防災で役立てるような形で考えていただきたいと思ってい

ます。 

  それから、もう一点は全体の方向として情報を周知してと、住民にわかっていただいて

と、何人か委員から既に御指摘ございましたけれども、教育というのは非常に大事だと私

も思っております。その場合、防災情報の周知というのは、勿論大変重要で、これからは

核になるだろうと思いますが、自分が知っているということは、大きく言うと２つ意味が

あって、１つには、個々の現実の災害について、一番際にいる方が知らせることによって

大規模化を防いだり、あるいは御自身の生命、人身の災害を免れるということがあります

が、ここでの防災情報というのは地域の防災力という方がメインになっているようでござ

います。ただ、個々の災害を防ぐためには、現実には全部物理的なハードの予防、防護措

置を講ずることはほとんど難しいので、個々の防災に、ソフトな個々の住民の方の情報と

いうのを役立てるということがもう少し入っていればいいように思いました。 

以上です。 

○伊藤座長   ありがとうございます。ほかに、どうぞ。 

○志方委員   現在の防災訓練は防災の日そのものに行うのです。９月１日が土曜日であろ

うと日曜日であろうと金曜日であろうと、９月１日にやるわけですね。私は、これは直近

の日曜日ぐらいにしていただきたいと思います。そうすると学校の子どもたちも河原に来

たり、町でやっているのを見るんですが、金曜日となりますと、忙しい会社は、「おい、

総務部長、お前顔出しておけ。」というようなことで社長は出てこない。たしか去年は土

曜日だったのですか、それでも河原に集まってきたのは、もう顔見知りの防災担当者ばっ

かりが集まって、八さん熊さんでやっていて、あまり何の役に立たないなと。やはり一人

でも多くの都民に見てもらいたいと、それから体験もしてもらいたいということで、９月

１日に全国統一でやるというのは必要だと思うんですが、必ずしも１日でなくて、土日ぐ
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らいに動かしたらどうかというのが提案です。 

○伊藤座長   藤吉さん、どうぞ。 

○藤吉委員   防災基本計画が、改定するたびに分厚くなるということが、非常に重たくの

し掛かっております。つまりこれは業績でなくて宿題なんですね。年が経つにつれて宿題

が増えるというのはおかしいわけで、減っていかなければいけない。業績だったら、厚く

なっていくのは非常に喜ばしいことなんですが、そういう意味で世の中どんどん右肩下が

りの時代、人口が減っている時代に、防災の課題だけがどんどん増えていくというのは、

明かにおかしいわけで、是非防災基本計画を改定する際には、前よりもページ数を減らす

ということを大前提にすべきだと思うんです。 

  つまりこの中にもうやらなくていいことがいっぱいあるのではないかと、そういうこと

は全然点検されないもんですから、あれもやるべき、これもやるべきということをどんど

ん付け加えていくせいじゃないかと思うんです。何もやってこなかったのではなくて、た

くさくのことをやってきて、もう大丈夫という部分がいっぱいあるはずなんだと。あるい

は、あんなことやったけれども、本当にそれでよかったのかということもあったはずなん

です。 

  そういう見方でやっていく、どこかにムーディーズじゃありませんが、評価をするよう

な機関があったらいいんじゃないかと思います。まさに防災基本計画を自ら評価して、前

より今度の方がよくなっていますよと、シンプルになっていますよというような部分が、

改定のまず大前提として必要なんではないかと、そんなことを感じております。 

  この論点の１、２という辺りの冒頭部分に、ではどうするんだという部分が提示されて

いて、どうするという議論をだれもしないで終わっているように見られると困るなと思っ

て、皆さんの御意見を聞いていますと、まさにその部分に答えるような、さまざまな提案

があったと思うんです。ですから、そういう意味でまず国が指針を示して、都道府県そし

て市町村というふうに、それができないと計画ができないというのは、この防災に関して

はおかしいわけで、逆に我々の町ではこういうふうにするんだという、この部分都道府県

にやってもらうし、都道府県からはこれは国がやってほしいというふうに上がってくるの

を国がやるという仕方が本当だと思うんです。どうもこの計画のつくり方が逆さまだとい

うのは、そういうことを言っているわけで、市町村に先に計画をつくっていただくと、こ

の原子力の艦船の問題のように、市町村では何ともできませんよという問題が出てくる、

そういうものを国がやるというふうに選び出していけば、やるべき仕事を減ってくるんで

はないかと思います。 
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  そういう意味では、見直す基本的なスタンスというのを見直す必要があるんではいなか

と思っています。 

○伊藤座長   ありがとうございました。 

○香西委員   防災基本計画は市町村の防災担当者が読む資料であって、どうも一般の市民

向けではないような気がします。それぞれの市町村が、これをベースに地域の人々にとっ

て最も肝心なこと、例えば、この川があふれたらどこに逃げなさいとか、ここで火事が起

きたらどうしなさいとか、普段からこういう荷物を用意して、緊急のときにはどこへ避難

しなさいとか、そういった具体的なマニュアルを作成する。それが本当の防災計画だと思

うのです。 

  化学産業にはコンビナートがあって、膨大な量の可燃物を管理しています。コンビナー

トの危険物対策については、消防庁をはじめ、ボイラーであれば厚生労働省の監督、高圧

ガスであれば経済産業省と、実に細かく行政区分が分かれている。毎年のように、化学業

界から経団連等を通じ、これを統一するよう規制改革要望を出しているのですが、それは

ともあれ、我々企業の側も、自らを災害から守るための予防策についてはいろいろ工夫を

重ねています。例えば、阪神大震災の後、いくつもの反省点が出てきた。それでそうした

反省点を業界内で情報交換し、互いの予防策の改善に役立てた。今後も関係当局の指導を

得ながら、より一層良いものにしていきたいと考えます。 

ところで、コンビナートや工場はこうした防災対策についてわりにがっちりやっている

のですが、実は一番抜かっているのが、研究室とか、大学の研究所なのです。こうした研

究施設に対して国がもっと予算をつけて、いい設備を導入しないといけない。 

  最後に、先ほど志方委員からお話が出たニューヨークの同時多発テロについて、化学業

界の対応を一言。あの痛ましいテロの後、アメリカ化学工業会では、早速、テロをはじめ

とする外部からの侵入者からいかに化学工場を防衛するか、その予防的対策についてマニ

ュアルを作成した。日本化学工業協会でもそれを翻訳して化学各社に配り、注意を呼びか

けました。 

  以上です。 

○伊藤座長   ありがとうございました。予定の時間になりましたので、今日積極的に各委

員から実際にどういう防災基本計画をつくったらいいかという御指摘がございましたので、

これを基にして是非仕事を進めていただきたいと思います。 

  あとそちらの方で、参事官うまくやってください。明日また私も意見を言って、これ防

災基本計画でしょう、逆に今まで全部基本計画というので満足していたんです。第５次公
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共事業何とか基本計画とか、都市の基本計画とか、これ計画なのか指針なのか、逆に通達

みたいなものかもしれない。だから、根本的に一体この防災基本計画という言葉に則した

内容に本当になっているのかどうか、ちょっと後ろの若い人是非勉強して、前はもう硬直

化しているからだめなんです。後ろの若い人、是非お願いします。そうしないと、これ薄

くしろと言ったって薄くできないんですね。年寄りが勝手なことを言いまして。髙橋統括

官、ごあいさつをお願いします。 

○髙橋政策統括官 それでは少し御礼を。防災基本計画につきましては、原子力災害編と

風水害編について、今日の御意見を踏まえまして、４月の中下旬ぐらいの中央防災会議に

向けて、今日の御意見を踏まえて最終的な政府案としての調整を進めたいと思っています。

取り分け、それぞれプロジェクトチームで風水害については福岡委員、また原子力災害対

策関係につきまして能澤委員に座長としておまとめいただきまして、大変ありがとうござ

いました。 

  基本問題につきましても、今日いろいろ出ましたが、次回以降少し基本問題についての

焦点を絞って、いろいろ御相談あるいは御指導いただきたいと思っておりますので、今後

ともまたよろしくお願いいたします。 

○伊藤座長   デパートじゃなくて専門商社ということで、専門商社の方が迫力があるね。

どうぞ。 

○北里消防庁次長   先ほど、こういう防災基本計画自体の機能の部分がございましたけれ

ども、藤吉委員がおっしゃっしたように、例えば原子力災害の今回のものなんかは、言わ

ば澤田委員のところの横須賀等で、もうこういうものが要ると、どうしても新しく必要な

んだという御議論があって、それを国として受けとめて内閣府で議論しまして、それで各

省で本当に調整しなければいけないことがたくさんあったわけです。ですから、それを調

整した結果が今回のこれでございますので、まさに今回のこういう原子力の災害の基本計

画なんかを作成するというのは、自治体と国が見事に連携を取れてここまで来たというも

のでございまして、是非そういう役割も果たしているというの御理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○伊藤座長   どうぞ。 

○中北参事官   今、伊藤座長からお話ございましたように、いただきました御意見をベー

スにいたしまして、次回のときに全部の項目について触れるというわけではなくて、いた

だいた中でも重要な事項についてたたき台をつくりまして御審議をいただきたいと思って

おります。 
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  本日段階では、５名の委員から御意見をいただいておりますが、次回のたたき台を示す

前に、他の委員につきましても、なおまとめた御意見などをいただければ、事務局として

は非常にありがたいと思っておりますので、再度またお願いを申し上げることもございま

すので、お許しをいただきたいと思います。 

  なお、次回の会合でございますが、５月10日金曜日午後２時から、会場はまた追って御

連絡申し上げますが、こちらで行いたいと思います。御都合の悪い先生もいらっしゃるん

ですが、その日があらかじめお聞きした中では一番御出席の御返事が多かったものですか

ら、お許しをいただきまして、５月10日金曜日２時からということにさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

○伊藤座長   それでは、これで解散します。どうもありがとうございました。 


